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なぜ今『事業承継』か?
～必ずやってくるその時、「決断」を先延ばしにしていませんか～

　当センターは国が各県に設置している公的な「事
業承継支援機関」で、2014年に「公益財団法人三重
県産業支援センター」内に設置されました。
　2021年4月に「事業引継ぎ支援センター」と「事
業承継ネットワーク」部門が統合され、税理士や金
融機関出身の専門家が「親族内承継」「役員・従業員
承継」「第三者承継・M&A」や「経営者保証の解除」
まで、あらゆるご相談にワンストップで対応して
います。
　また、県内の各支援機関と連携して事業承継支
援を進めるため、県市町、商工団体、金融機関、士
業団体など28機関から構成される三重県事業承継

1．事業承継の現状

　中小企業庁が2017年7月に打ち出した、事業承
継支援を集中的に実施する『事業承継5か年計画』
を皮切りに経営者の意識革新も進み、取り巻く環
境は改善しつつあります。一方で、後継者が見つか
らないことで、事業が黒字でも廃業を選択する企
業は多く、60歳以上の経営者のうち50%超が将来
的な廃業を予定。このうち「後継者難」を理由とす
る廃業が約3割に迫っています。（日本政策金融公
庫調べ） 廃業の増加は地域の経済や雇用を直撃し、
将来にわたり大きな影響を与えるため、強力な支
援の必要性が高まっています。
　近年は、事業承継の【カタチ】にも変化が見られ、
これまで主流であった子供等への引継ぎである『親
族内承継』の割合は緩やかに低下（4割弱）してお

特
集

り、血縁関係によらない「役員」や「従業員」などを
登用した『内部昇格』の割合が3割を超え始めまし
た。（帝国データバンク調べ）
　ま た、外 部 か ら 後 継 者 を 招 く『外 部 招 聘』や、

『M&A（事業の売買）』の占率がじわじわと増加して
います。特に、これまでネガティブなイメージがあ
り、大企業向けと思われていた『M&A』を中小企業
で活用するケースが大きく伸びており、今後の注
目点と言えます。
　事業承継には準備期間が必要であり、計画的な
取組みが求められます。コロナ禍で事業承継は先
送りにしている事業者も増加していますが、早め
早めに取り組むことが事業承継成功のポイントと
なります。

3．事業承継ご相談の流れおよび内容

（１）事業承継相談の流れ
　ご相談のお申し込みは、事業承継ネットワーク
の構成機関（商工会議所・商工会・金融機関など）
を通じて相談を申し込む方法と当センターに直接
申し込む（電話・FAX・メール）方法があります。
また、事業承継セミナーや相談会に参加して申し

込むことも出来ます。
　お申し込みを受けて、各地域を担当するエリア
コーディネーターまたはサブマネージャーが、商
工団体や金融機関の担当者と一緒に面談し内容を
お伺いします。

（２）相談のケース
　事業承継にかかわる相談であれば、どんな相談
にも対応しています。次ページの６種類の相談以
外にも今後の事業の方向性を検討する相談・事業
承継税制相談・廃業に関する相談・借入金が多く
事業承継に困っている等様々な相談があります。

（３）サポートさせていただく６つの特徴
　　①相談無料・秘密厳守にてご相談に対応
　　②スムーズな事業承継をバックアップ
　　③事業承継計画策定を支援（無料）
　　④売買候補企業のご紹介
　　⑤経営者保証解除に向けた支援
　　⑥意欲ある起業者とマッチング
　　　（後継者人材バンク事業）

（４）その他
　当センターは、公益財団法人三重県産業支援セ
ンター内にある「よろず支援拠点（販路拡大・ITビ
ジネス・創業ほか）」や「中小企業活性化協議会（経
営再建・経営改善ほか）」とも連携し事業承継以外
の様々な課題にも対応しています。

2．事業承継の支援体制～【三重県事業承継・引継ぎ支援センター】

ネットワークが設置されており、身近な支援機関
に相談すれば当センターと連携して支援できる体
制となっています。
　公的な支援機関であり、相談は無料、秘密厳守の
上誠実に対応いたしますので、安心してお気軽に
ご利用いただけます。
　当センターへの「新規相談」は、2021年度は480
先（2020年度は244先）となり統合効果もあり順
調に伸びています。事業承継ネットワーク全体と
しての対応は3,751先に上っています。
　三重県事業承継・引継ぎ支援センターの人員体
制は、次のとおりです。

■三重県事業承継・引継ぎ支援センター（15名）

・統括責任者　　　　　　　　　　1 名　　　　・承継コーディネーター（*）　　　　１名
・経営者保証コーディネーター　　1 名　　　　・サブマネージャー　　　　　　　　５名
・エリアコーディネーター　　　　3 名　　　　・ネットワークコーディネーター　　１名
・事務局員　　　　　　　　　　　3 名             　　　 * 経営者保証コーディネーター兼務

三重県事業承継・引継ぎ支援センター
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三重県ものづくり企業デジタルガイドに
自社の企業情報を掲載しませんか？

　 「三重県ものづくり企業デジタルガイド」とは…
　県内ものづくり企業の新事業展開や販路拡大を支援するために三重県がＷｅｂ上に掲載している企業情報
データベースです。
　県内ものづくり中小企業・小規模企業の製品、技術、工法等について情報発信することにより、県内もの
づくり中小企業・小規模企業の新事業展開や販路開拓を支援するとともに、ものづくり産業における企業間
での取引の促進につなげることを目的としています。
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4. 事業承継の成功事例

❶ 従業員承継の成功事例
　代表者から突然の事業承継依頼を受け、知識
や手続き全般について不安を抱えセンターに相談
がありました。

【事業引継ぎ概要】
［引継ぎ対象］　A社 （映像・音声・文字情報制作業）
［譲　渡　者］　X氏 （現代表者）
［譲　受　者］　Y氏 （従業員）

【事業引継ぎまでの経緯】
●代表者より、『経営を退くので後を継いでほしい』とい
う申し出を受けるも、次の点に関し不安を感じセン
ターに相談があった。

●①代表者変更時期と株式贈与時期に開きがあるが、
「覚書」等の徴求は必要か。②コロナ対策融資を受け
ているが、既存借入金を含め「経営者保証の有無」を
確認したい。③「事業承継計画」の作成、従業員承継
のメリットやデメリット、留意点の知識がない。

●すべてについて冊子等をもとに詳しく説明し、具体的
な方法を助言した。

●その結果、無事代表者に就任し、前代表者夫妻より
全株式の譲渡（贈与）を受け承継完了した。

❷ 経営者保証解除の成功事例
　承継にあたり金融機関が企業に対して「経営
者保証解除」について説明を行った結果、金融機
関から当センターへ経営者保証解除の支援要請
がありました。

【企業の財務内容】
［①純資産］ 8,000 千円
［②借入金］ 160,000 千円
［③現預金］ 5,000 千円
［④営業利益］  9,000 千円
［⑤減価償却］ 80,000 千円

【経営者保証解除の試算と支援結果】
※EBITDA 倍率 =（借入金・社債 - 現預金）÷（営業

利益 + 減価償却費）
●実際に計算してみると…
EBITDA （②-③）÷（④+⑤）=（160,000-5,000）÷

（9,000+80,000）=1.74≒1.8倍
●支援した結果、
　「特別保証制度」利用　解除債権数4件　保証料返

戻2,300千円（前払費用）となり、大変喜ばれた。

　「同族承継」型の割合は減少傾向にあり、“脱・ファ
ミリー”の動きが継続しそうです。一方で、コロナ禍と
いう未曽有の危機において、改めて自社の後継者問
題に向き合った中小企業は多いとされ、M&Aをはじ
め、その手段も多様化しています。「後継者難倒産件
数」も高止まりしており、「コロナ禍による業績の急
変」や「候補人材の退社、経営者の死亡」等【息切れ型】
の倒産が増えています。

5．今後の見通し

　中小企業庁は2022年4月に「中小M&A推進計画」
を策定し、後継者難などによる中小企業の休廃業防止
に有効な手段としてM&Aを主軸に据える方針を明確
に打ち出すとともに、承継後のケアにまで踏み込んだ多
種多様な支援制度のメニューを充実させています。
　『事業承継』実施後に業容が成長・拡大する事例が、
統計上多数出ていることが分かっており、打つ手は早
いに越したことはありません。

事業承継ご相談 ６の種類
◆親族内承継：経営者･後継者とご一緒に「経営見直し」「資産承継方法」「相続対策」

までご相談に乗ります。
◆役員・従業員承継：後継者とご一緒に、経営全般の見直しや事業引継ぎの手続

きを検討します。
◆経営者保証解除：事業承継時の「経営者保証」を不要とする新制度をご案内します。
◆第三者承継（売却）：事業の引受先を探すお手伝い、交渉や契約の流れについてご

案内します。
◆第三者承継（買収）：希望案件を探すお手伝い、交渉や契約の流れについてご案

内します。
◆後継者人材バンク：創業を目指す人と、後継者不在の中小企業をマッチングする

ことで、創業の実現と事業の継続を同時に支援します。

ご相談は無料です。事前に電話または
メールでお申し込みください。

【経済産業省 委託事業】

三重県事業承継・
引継ぎ支援センター

相談無料

秘密厳守

〒514-0004
三重県津市栄町１丁目891（三重県合同ビル５階）
三重県産業支援センター内（県庁斜め向かい）
TEL.059-253-3154  FAX.059-253-3357
MAIL  shoukei@miesc.or.jp

https://www.miesc.or.jp/

【保証解除ができる条件】
■資産超過
■返済緩和中ではない
■法人と経営者が分離
　している
■EBITDA有利子負債
　倍率が10倍以内

▲詳しくはこちら デジタルガイド掲載イメージ

鋳鍛造 プレス 金属加工 金型 樹脂 電気電子 ゴム 試作 治工具 設備 表面処理 その他
◎ 〇 〇

株式会社〇〇〇〇〇 精密金属加工
所在地 〒514-8570

代表取締役　三重　太郎

部署 担当者
TEL FAX
URL E-mail

資本金 〇〇百万円 売上高 〇〇〇百万円

デジタルガイド　シート

会社名 業界・市場

代表者
津市広明町１３

従業員数 〇〇名 取得認証 ISO9001
事業概要・生産品目 取引先

プレス機　3台　〇〇〇社製　100t 　他
溶接機　10台　△△△社製　ABCD500　他
NC旋盤　1台　▲▲▲社製　abcd100　他

・Φ30以下の旋盤加工部品
・□200以下のＭＣ加工部品

株式会社〇〇
△△株式会社

海外拠点 海外取引実績
アピールポイント
・精密加工技術を活かした自動車精密備品の生産
・設計から完成品までの一貫加工生産と少数ロットへの対応
技術・製品内容

主要設備　

連絡先
営業部 三重　一郎
000-000-0000 000-000-0000
https://………… mie@pref.mie.jp

エンジン部品の加工
・〇〇〇〇〇の切削加工
・△△△△△の精密加工
・□□□□□の組み立て

〇〇〇の部品製造
・サイズ： 〇～〇
・材質：△△△△△

※大量ロットの短納期生産から小数ロッ
トの試作品納入まで対応可能

〇〇加工機による精密部品加工
・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
・△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
・□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

掲載無料

例えば…
・自社の強みや得意分野を情報発信し、販路開拓につなげたい。
・協力企業を探したい。
・品質や生産性向上につなげられる企業や技術を探したい。

このような場合にデジタルガイドを活用していただけます。

令和４年７月末現在
106社掲載

「三重県ものづくり企業デジタルガイド」への掲載希望は随時受付中です。
掲載を希望される場合は、担当課にお問い合わせください。

【掲載条件】　以下をいずれも満たすこと
 ・三重県内に主たる事務所または事業所を有する

ものづくり中小企業・小規模企業であること
 ・自社が開発・製造している製品・技術を有すること

※以下の分野・区分に該当する企業を想定しています。
鋳鍛造、プレス、金属加工、金型、樹脂、電気電子、
ゴム、試作、治工具、設備、表面処理　等

【申込方法】
担当課にお問い合わせのうえ、所定のエントリー用紙
をE-mailで提出

【担当課（申込・お問い合わせ先）】
三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課　
市場開拓班
Ｔ Ｅ Ｌ：０５９－２２４－２３９３
E-mail：hanro@pref.mie.lg.jp

三重県　デジタルガイド

※2022年9月1日よりEBITDA（有利子負債倍率）が「10倍以内」
から「15倍以内」に緩和されました。
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